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規

則

■群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年

群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

装
薬

銃
装

薬
銃

銃
器
を

使
用

し
た

別
記
様
式
第
五
号
の
二
（
裏
面
）
注
２
中
「

」
の
次
に
「

（

、

）
」
を
加
え
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

止
め
さ

し

８
添

付
書

類
は

別
記

様
式

第
５

号
の

２
別

紙
１
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

知
事
が

必
要

と

「

、
、

」

認
め

る
も

の
と

す
る
。

を８
添

付
書
類

は
別

記
様
式

第
５

号
の

２
別

紙
１

に
掲

げ
る
も

の
の

ほ
か

知
事

が
必

要
と

「

、
、

認
め

る
も

の
と

す
る
。

事
業

従
事

者
名

簿

氏
名

装
薬

銃
を

用
い

た
鳥

獣
捕

獲
等

事
業

に
お
い

て
従

事
す

る
業

務

」

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
一
中
「

」
を
「

」
に
、

か
ら
ホ

ま
で

か
ら

ヘ
ま

で

□
捕

獲
従

事
者

の
銃

砲
刀

剣
類

所
持

許
可

証
の

写
し

麻
酔

銃
の
場

合
に

あ
っ

て
は

人
命

「

（

、

）

」

救
助

等
に

従
事
す

る
者

届
出

済
証

明
書

の
写

し
を
含

む

を□
捕

獲
従

事
者

の
銃

砲
刀
剣

類
所

持
許

可
証

の
写

し
麻

酔
銃

の
場

合
に

あ
っ

て
は

人
命

「

（

、

）

救
助

等
に
従

事
す

る
者

届
出

済
証

明
書
の

写
し

を
含

む
。

捕
獲

従
事

者
名

簿
で

事
業

従
事

者
が

１
０

人
以

上
で

あ
る

こ
と

を
確

認
で

き
な

い
場

合

□

は
事

業
従

事
者

名
簿

、
捕

獲
従

事
者

で
は

な
い

事
業

従
事

者
に

つ
い
て

は
運

転
免
許

証
等

の
本

人
確

認
書

類
の

□

、

」

写
し

第
１
９

条
の

８
第

１
号

同
規

則
第

１
９
条

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
四
（
表
面
）
中
「

」
の
次
に
「
（

）
」
を
加
え
、
同
様
式
別
紙
四
（
裏
面
）
注
７

の
１
１

第
５

項
に

お
い

て
準

用
す
る

場
合

を
含

む
。

中
「

」
を
「

（

）

」
に
改
め
、

を
銃
猟

を
装
薬

銃
装

薬
銃

銃
器

を
使

用
し

た
止

め
さ

し
空

気
銃

、
、

同
様
式
別
紙
五
中
「

」
を
「

」
に
、

か
ら
ホ

ま
で

か
ら

ヘ
ま

で

１
成

年
被

後
見

人
若

し
く

は
被

保
佐

人
又

は
破

産
者

で
復
権

を
得

な
い

も
の

「２
禁

錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

そ
の

執
行

を
終

わ
り

又
は
執

行
を

受
け

る
こ

と
が

な
く

、
、

な
っ

た
日

か
ら

３
年

を
経
過

し
な

い
者

３
暴

力
団

員
に
よ

る
不

当
な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
平

成
３

年
法

律
第

７
７

号

（

。
第

３
２

条
の
３

第
７

項
及

び
第

３
２

条
の
１

１
第

１
項

を
除

く
の

規
定
に

違
反

し
又

）

。
、

は
刑

法
明

治
４

０
年
法

律
第

４
５

号
第

２
０

４
条

第
２

０
６

条
第

２
０

８
条

第

（

）

、
、

、
２
０

８
条

の
２

第
２

２
２

条
若
し

く
は

第
２

４
７
条

の
罪

若
し

く
は

暴
力

行
為
等

処
罰

ニ
、

関
ス

ル
法

律
大

正
１

５
年
法

律
第

６
０

号
の

罪
を

犯
し

罰
金

の
刑

に
処
せ

ら
れ

そ

（

）

、
、

の
執

行
を

終
わ

り
又
は

執
行

を
受

け
る

こ
と

が
な

く
な
っ

た
日

か
ら

３
年

を
経

過
し

な
い

、
者

４
暴

力
団

員
に

よ
る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る
法

律
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

以
下

暴
力

団
員

と
い

う
又

は
暴

力
団

員
で

な
く
な

っ
た

日
か

ら
５

年
を

（

「

」

）

。

（

「

」

）

経
過

し
な

い
者

以
下

暴
力
団

員
等

と
い

う
。

」

５
暴

力
団

員
等

が
そ

の
事

業
活

動
を

支
配

す
る

者

を１
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り
そ

の
鳥

獣
捕

獲
等

事
業

を
適

正
か
つ

効
率

的
に

行
う

に
当

た

「

っ
て

必
要

な
認
知

判
断

及
び
意

思
疎

通
を

適
切
に

行
う

こ
と
が

で
き

な
い

者
、

２
破

産
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

復
権

を
得

な
い
者

３
禁

錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

そ
の
執

行
を

終
わ

り
又

は
執

行
を

受
け

る
こ

と
が

な
く

、
、

な
っ
た

日
か

ら
３

年
を

経
過

し
な

い
者

４
暴

力
団
員

に
よ

る
不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法
律

平
成

３
年
法

律
第

７
７

号

（

。
第

３
２
条

の
３

第
７

項
及

び
第

３
２
条

の
１

１
第

１
項
を

除
く

の
規

定
に

違
反

し
又

）

。
、

は
刑

法
明

治
４
０

年
法

律
第

４
５

号
第

２
０

４
条

第
２

０
６

条
第

２
０
８

条
第

（

）

、
、

、
２

０
８

条
の
２

第
２

２
２
条

若
し

く
は
第

２
４

７
条

の
罪

若
し

く
は

暴
力
行

為
等

処
罰

ニ
、

関
ス

ル
法

律
大

正
１
５

年
法

律
第

６
０

号
の

罪
を

犯
し

罰
金

の
刑
に

処
せ

ら
れ

そ

（

）

、
、

の
執

行
を

終
わ

り
又

は
執

行
を
受

け
る

こ
と

が
な
く

な
っ

た
日

か
ら

３
年

を
経

過
し

な
い

、
者

５
暴

力
団

員
に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関
す

る
法

律
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

以
下

暴
力

団
員

と
い

う
又
は

暴
力

団
員

で
な

く
な

っ
た

日
か

ら
５

年
を

（

「

」

）

。

（

「

」

）

経
過

し
な
い

者
以

下
暴

力
団

員
等

と
い

う
。

」

６
暴

力
団

員
等

が
そ

の
事

業
活

動
を

支
配
す

る
者

に
改
め
る
。

装
薬

銃
装

薬
銃

銃
器

を
使

用
し

た
別
記
様
式
第
五
号
の
六
（
裏
面
）
注
２
中
「

」
の
次
に
「

（

、

）
」
を
加
え
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

止
め

さ
し

８
添

付
書
類

は
別

記
様
式

第
５

号
の

６
別

紙
１

に
掲

げ
る
も

の
の

ほ
か

知
事

が
必

要
と

「

、
、

」

認
め

る
も

の
と

す
る
。

を８
添
付

書
類

は
別
記

様
式

第
５

号
の

６
別

紙
１

に
掲
げ

る
も

の
の
ほ

か
知

事
が
必

要
と

「

、
、
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認

め
る

も
の

と
す

る
。

事
業
従

事
者

名
簿

氏
名

装
薬

銃
を
用

い
た

鳥
獣

捕
獲
等

事
業

に
お

い
て

従
事

す
る

業
務

」

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
一
中
「

」
を
「

」
に
、

か
ら

ホ
ま

で
か

ら
ヘ

ま
で

□
捕
獲

従
事

者
の

銃
砲

刀
剣

類
所

持
許

可
証

の
写

し
麻

酔
銃

の
場
合

に
あ

っ
て

は
人

命

「

（

、

）

」

救
助

等
に

従
事

す
る

者
届

出
済

証
明

書
の

写
し

を
含
む
。

を□
捕

獲
従

事
者
の

銃
砲

刀
剣
類

所
持

許
可

証
の

写
し

麻
酔

銃
の

場
合

に
あ

っ
て

は
人

命

「

（

、

）

救
助

等
に

従
事

す
る

者
届

出
済

証
明

書
の

写
し
を

含
む
。

捕
獲

従
事

者
名

簿
で

事
業

従
事

者
が

１
０

人
以

上
で

あ
る

こ
と

を
確

認
で

き
な

い
場

合

□

は
事

業
従

事
者
名

簿
、

捕
獲

従
事

者
で

は
な

い
事

業
従

事
者

に
つ

い
て
は

運
転

免
許
証

等
の

本
人

確
認

書
類

の

□

、

」

写
し

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て

い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第２２９号

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「法」という。）第６６条第１項の規定による行政処分に

ついて、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項及び法第６９条第２項において準用する法第１６条

の１５第５項の規定により、次のとおり公開の聴聞を行う。

令和元年１２月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 聴聞の日時及び場所

(1) 日時 令和２年１月１０日（金）午前１０時

(2) 場所 群馬県庁２２１会議室

２ 聴聞の件名 宅地建物取引業者免許の取消しに係る聴聞

３ 不利益処分の内容 宅地建物取引業者免許の取消し

４ 根拠規定 法第６６条第１項

５ 聴聞の対象者

(1) 商号又は名称 丸銀地所

(2) 代表者氏名 山﨑寶三

(3) 事務所所在地 高崎市緑町三丁目１０番地１０ エスカイヤ大八木４０１号

(4) 免許証番号 群馬県知事（７）第３６３０号

(5) 免許年月日 平成２４年４月６日

(6) 有効期間 平成２４年４月７日から平成２９年４月６日まで

６ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 群馬県県土整備部住宅政策課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

７ 聴聞の主宰者 群馬県県土整備部住宅政策課次長 須藤雅幸

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和元年１２月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 佐波郡玉村町大字樋越字森下１８１８－１、１８１ 前橋市下小出町３－１９－１２
８－３ 熊坂創真

２ 北群馬郡吉岡町大字大久保字大畑７４６－１、７４ 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号
６－２、７４６－３、７４６－４、７４７－１、７ ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 原田健
４７－２、７４８－１、７４８－７、７４８－８、 前橋市上小出町二丁目２１番地７
７５０－１、７５０－２、７５０－３、７５０－ 有限会社レーベン 代表取締役 髙橋義幸
５、７５０－６、７５０－６先道、７５０－６先
水、７５０－７、７５０－８、７５０－９、字沼１
３３８－１、１３３８－１先道の一部、１３３８－
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１先水の一部、１３３９－１、１３３９－１先水の
一部、１３３９－２、１３３９－４
（公共施設（道路）を除く区域）
北群馬郡吉岡町大字大久保字大畑７４６－１、７４
６－２、７４６－３、７４７－１、７４８－１、７
４８－７、７５０－１、７５０－２、７５０－３、
７５０－５、字沼１３３８－１、１３３８－１先道
の一部、１３３８－１先水の一部、１３３９－１、
１３３９－１先水の一部、１３３９－２、１３３９
－４

３ 邑楽郡明和町須賀２３１－１ 邑楽郡明和町南大島１０８７番地の２
有限会社テラウチ工業 代表取締役 寺内健一

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年１２月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県前橋合同庁舎ほか２２施設で使用する電気 年間予定使用電力量 ４，３５４，

０００ｋＷｈ

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び群馬県前橋合同庁舎ほか２２施設電気需給仕様書による。

(3) 履行期間 令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）まで

(4) 履行場所 群馬県前橋合同庁舎ほか２２施設

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により

令和元年１２月２６日（木）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、令和２年１月

１７日（金）までに資格者名簿に登載されたことが確認できた者であること。
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(4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けてい

ない者であること。

(5) 本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく指

名停止を受けていない者であること。

(6) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事業者の登録を受けている者で

あること。

(7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。

(8) 平成２９年度における全電源の二酸化炭素排出係数の実績が０．５１３ｋｇ－ＣＯ ／ｋＷｈ以下であること。２

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県総務部総務課企画予算係（担当 大場） 電話０２７－２２６－２０２３（ダイヤルイン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページ（http://www.pref.gunma.jp/）からのダウンロ

ードによる。

なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を

受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 令和元年１２月１７日（火）から令和２年１月１７日（金）までの毎日。ただし、

上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とする。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を令和２年１月１７日（金）まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定する

休日を除く日の午前９時から午後５時まで）に、上記(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(5) 入札及び開札の日時及び場所 令和２年１月３１日（金）午後３時 群馬県庁１１階１１１会議室（郵送に

よる場合は、書留郵便とし、同月３０日（木）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県総務部総務課長宛て

親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「令和２年１月３１日開札 群馬県前橋合同庁舎ほか２２施設

で使用する電気入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6) 契約の確定 この公告に係る契約は、令和２年度歳入歳出予算が群馬県議会で可決された場合において、議

会の議決後に確定させる。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary
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(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Ichita Yamamoto, Governor of Gunma

Prefecture

(2) Nature and quantity of the services to be required: Electricity for use at common buildings of

the Gunma Prefectural Government Offices / Amount of electric power scheduled for annual use:

4,354,000 kWh/year

(3) Period of Use: From April 1, 2020 to March 31, 2021

(4) Place of Use: Common buildings of the Gunma Prefectural Government Offices

(5) Submission deadline for application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: January 17, 2020 at 5:00 p.m.

(6) Bidding deadline: January 31, 2020 at 3:00 p.m.(Bids submitted by mail must be submitted by

registered mail and must be received no later than January 30, 2020 at 4:00 p.m.）

(7) For further details, please contact: General Affairs Division, Department of General Affairs,

Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan, Phone:

027-226-2023(Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年１２月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県庁舎で使用する電気 年間予定使用電力量 ９，３９０，０００ｋＷｈ

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び群馬県庁舎電気需給仕様書による。

(3) 履行期間 令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）まで

(4) 履行場所 群馬県庁舎

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。
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なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により

令和元年１２月２６日（木）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、令和２年１月１

７日（金）までに資格者名簿に登載されたことが確認できた者であること。

(4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けてい

ない者であること。

(5) 本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく指

名停止を受けていない者であること。

(6) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事業者の登録を受けている者で

あること。

(7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。

(8) 平成２９年度における全電源の二酸化炭素排出係数の実績が０．５１３ｋｇ－ＣＯ ／ｋＷｈ以下であるこ２

と。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県総務部管財課県庁舎保全係（担当 渡邉） 電話０２７－２２６－２１２６（ダイヤルイ

ン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.j

p/）による。

なお、ぐんま電子入札共同システムによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所

で交付を受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 令和元年１２月１７日（火）から令和２年１月１７日（金）までの毎日。ただし、

上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とする。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を令和２年１月１７日（金）まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定する

休日を除く日の午前９時から午後５時まで）に、上記(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(5) 入札及び開札の日時及び場所 令和２年１月３１日（金）午後２時 群馬県庁１１階１１１会議室（郵送に

よる場合は、書留郵便とし、同月３０日（木）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県総務部管財課長宛て親

展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「令和２年１月３１日開札 群馬県庁舎で使用する電気入札書在

中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
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て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6) 契約の確定 この公告に係る契約は、令和２年度歳入歳出予算が群馬県議会で可決された場合において、議

会の議決後に確定させる。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Ichita Yamamoto, Governor of Gunma

Prefecture

(2) Nature and quantity of the services to be required: Electricity for use at Gunma Prefectural

Government Offices / Amount of electric power scheduled for annual use: 9,390,000 kWh/year

(3) Period of Use: From April 1, 2020 to March 31, 2021

(4) Place of Use: Gunma Prefectural Government Offices

(5) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: January 17, 2020 at 5:00 p.m.

(6) Time-limit for tender: January 31, 2020 at 2:00 p.m.(Bids submitted by mail must be submitted

by registered mail and must be received no later than January 30, 2020 at 4:00 p.m.)

(7) For further details, please contact: Property Management Division, Department of General

Affairs, Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan,

TEL 027-226-2126(Japanese language Only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年１２月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県立近代美術館、群馬県立館林美術館及び群馬県立土屋文明記念文学館で使用す

る電気 年間予定使用電力量 ４，５８９，０００ｋＷｈ

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び群馬県立近代美術館、群馬県立館林美術館及び群馬県立土屋文明記念文

学館電気需給仕様書による。

(3) 履行期間 令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）まで

(4) 履行場所 群馬県立近代美術館、群馬県立館林美術館及び群馬県立土屋文明記念文学館

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。
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(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により

令和元年１２月２６日（木）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、令和２年１月１

７日（金）までに資格者名簿に登載されたことが確認できた者であること。

(4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けてい

ない者であること。

(5) 本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく指

名停止を受けていない者であること。

(6) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事業者の登録を受けている者で

あること。

(7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。

(8) 平成２９年度における全電源の二酸化炭素排出係数の実績が０．５１３ｋｇ－ＣＯ ／ｋＷｈ以下であるこ２

と。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県生活文化スポーツ部文化振興課文化施設係（担当 佐俣） 電話０２７－２２６－２５９

１（ダイヤルイン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページ（http://www.pref.gunma.jp/）からのダウンロード

による。

なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受け

ること。

(3) 入札説明書の交付期間 令和元年１２月１７日（火）から令和２年１月１７日（金）までの毎日。ただし、

上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とする。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を令和２年１月１７日（金）まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定する

休日を除く日の午前９時から午後５時まで）に、上記(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(5) 入札及び開札の日時及び場所 令和２年１月３１日（金）午前１１時 群馬県庁１０階１０１会議室（郵送

による場合は、書留郵便とし、同月３０日（木）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県生活文化スポーツ部

文化振興課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「令和２年１月３１日開札 群馬県立近代美

術館、群馬県立館林美術館及び群馬県立土屋文明記念文学館で使用する電気入札書在中」と朱書きするこ

と。）
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４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6) 契約の確定 この公告に係る契約は、令和２年度歳入歳出予算が群馬県議会で可決された場合において、議

会の議決後に確定させる。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Ichita Yamamoto, Governor of Gunma

Prefecture

(2) Nature and quantity of the services to be required: Electricity for use at The Museum of Modern

Art, Gunma and Gunma Museum of Art, Tatebayashi and Museum of Literature in Commemoration of Bunmei

Tsuchiya / Amount of electric power scheduled for annual use: 4,589,000 kWh/year

(3) Period of Use: From April 1, 2020 to March 31, 2021

(4) Place of Use: Museum of Modern Art, Gunma and Gunma Museum of Art, Tatebayashi and Museum of

Literature in Commemoration of Bunmei Tsuchiya

(5) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: January 17, 2020 at 5:00 p.m.

(6) Time-limit for tender: January 31, 2020 at 11:00 a.m.（Bids submitted by mail must be submitted

by registered mail and must be received no later than January 30, 2020 at 4:00 p.m.）

(7) For further details, please contact: Cultural Promotion Division, Department of Life, Culture

and Sports, Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570,

Japan, TEL 027-226-2591(Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年１２月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県計量検定所ほか６施設で使用する電気 年間予定使用電力量 ３，８０７，０

００ｋＷｈ

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び群馬県計量検定所ほか６施設電気需給仕様書による。

(3) 履行期間 令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）まで
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(4) 履行場所 群馬県計量検定所ほか６施設

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により

令和元年１２月２６日（木）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、令和２年１月１

７日（金）までに資格者名簿に登載されたことが確認できた者であること。

(4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けてい

ない者であること。

(5) 本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく指

名停止を受けていない者であること。

(6) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事業者の登録を受けている者で

あること。

(7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。

(8) 平成２９年度における全電源の二酸化炭素排出係数の実績が０．５１３ｋｇ－ＣＯ ／ｋＷｈ以下であるこ２

と。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県産業経済部産業政策課総務予算係（担当 小暮） 電話０２７－２２６－３３１１（ダイ

ヤルイン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページ（http://www.pref.gunma.jp/）からのダウンロ

ードによる。

なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を

受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 令和元年１２月１７日（火）から令和２年１月１７日（金）までの毎日。ただし、

上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とする。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を令和２年１月１７日（金）まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定する
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休日を除く日の午前９時から午後５時まで）に、上記(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(5) 入札及び開札の日時及び場所 令和２年１月３１日（金）午後２時 群馬県庁１４階１４１会議室（郵送に

よる場合は、書留郵便とし、同月３０日（木）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県産業経済部産業政策課

長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「令和２年１月３１日開札 群馬県計量検定所ほか６施

設で使用する電気入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6) 契約の確定 この公告に係る契約は、令和２年度歳入歳出予算が群馬県議会で可決された場合において、議

会の議決後に確定させる。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Ichita Yamamoto, Governor of Gunma

Prefecture

(2) Nature and quantity of the services to be required: Electricity for use at Weights and Measures

Inspection Office and the other six facilities / Amount of electric power scheduled for annual

use: 3,807,000 kWh/year

(3) Period of Use: From April 1, 2020 to March 31, 2021

(4) Place of Use: Weights and Measures Inspection Office and the other six facilities

(5) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: January 17, 2020 at 5:00 p.m.

(6) Time-limit for tender: January 31, 2020 at 2:00 p.m.(Bids submitted by mail must be submitted

by registered mail and must be received no later than January 30, 2020 at 4:00 p.m.)

(7) For further details, please contact: Industrial Policy Division, Department of Industrial

Economic Affairs, Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-

8570, Japan, TEL 027-226-3311(Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年１２月１７日
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群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県総合教育センターほか７施設で使用する電気 年間予定使用電力量 ２，１２

３，７６０ｋＷｈ

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。

(3) 履行期間 令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）まで

(4) 履行場所 群馬県総合教育センターほか７施設

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定によ

り、令和元年１２月２６日（木）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、令和２年１

月１７日（金）までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県教育委員会事務局総務課企画予算係にその旨連絡す

ること。

(4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けてい

ない者であること。

(5) 本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく指

名停止を受けていない者であること。

(6) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事業者としての登録を受けてい

る者であること。

(7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。

(8) 平成２９年度における全電源の二酸化炭素排出係数の実績が０．５１３ｋｇ－ＣＯ ／ｋＷｈ以下であるこ２

と。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県教育委員会事務局総務課企画予算係（担当 加部） 電話０２７－２２６－４５２７（ダ

イヤルイン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.j

p/）からのダウンロードによる。

なお、ぐんま電子入札共同システムによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所
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で交付を受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 令和元年１２月１７日（火）から令和２年１月１７日（金）までの毎日。ただし、

上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とする。

なお、入札説明書は、無料配布とする。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を令和２年１月１７日（金）まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定する

休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）に、上記(1)の場所に提出し、入札参

加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(5) 入札及び開札の日時及び場所 令和２年１月３１日（金）午後２時 群馬県庁２０階２０１会議室（郵送に

よる場合は、書留郵便とし、同月３０日（木）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県教育委員会事務局総務

課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「令和２年１月３１日開札 群馬県総合教育センター

ほか７施設で使用する電気入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6) 契約の確定 この公告に係る契約は、令和２年度歳入歳出予算が群馬県議会で可決された場合において、議

会の議決後に確定させる。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiroshi Kasahara, Superintendent of

Education, Gunma Prefectual Government

(2) Nature and quantity of the services to be required: Electricity for use at Gunma Comprehensive

Prefectural Education Center and other 7 Gunma Prefectural social education facilities / Supply of electric

power:2,123,760 kWh/year

(3) Period of Use: From April 1, 2020 to March 31, 2021

(4) Place of Use: Gunma Comprehensive Prefectural Education Center and other 7 Gunma Prefectural social

education facilities

(5) Time-limit for the submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: January 17, 2020 at 5:00 p.m.

(6) Time-limit for tender: January 31, 2020 at 2:00 p.m.(Bids submitted by mail must be submitted

by registered mail and must be received no later than January 30, 2020 at 4:00 p.m.)

(7) For further details, please contact: General Affairs Division, Prefectural Board of Education
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Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan, TEL 027-

226-4527(Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和元年１２月１７日

群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県立前橋高等学校ほか８９施設で使用する電気 年間予定使用電力量 １９，５

２１，８３１ｋＷｈ

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。

(3) 履行期間 令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）まで

(4) 履行場所 群馬県立前橋高等学校ほか８９施設

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定によ

り、令和元年１２月２６日（木）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、令和２年１

月１７日（金）までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県教育委員会事務局管理課県立学校財務係にその旨連

絡すること。

(4) 本件入札公告の日から開札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 本件入札公告の日から開札日までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく

指名停止を受けていない者であること。

(6) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事業者としての登録を受けてい

る者であること。

(7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。

第９７５９号令和元年１２月１７日（火） 群 馬 県 報
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(8) 平成２９年度における全電源の二酸化炭素排出係数の実績が０．５１３ｋｇ－ＣＯ ／ｋＷｈ以下であるこ２

と。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県教育委員会事務局管理課県立学校財務係（担当 高橋） 電話０２７－２２６－４５４５

（ダイヤルイン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.j

p/）からのダウンロードによる。

なお、ぐんま電子入札共同システムによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所

で交付を受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 令和元年１２月１７日（火）から令和２年１月１７日（金）までの毎日。ただし、

上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とする。

なお、入札説明書は、無料配布とする。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を令和２年１月１７日（金）まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定する

休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）に、上記(1)の場所に提出し、入札参

加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(5) 入札及び開札の日時及び場所 令和２年１月３１日（金）午前１０時 群馬県庁２０階２０１会議室（郵送

による場合は、書留郵便とし、同月３０日（木）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県教育委員会事務局管

理課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「群馬県立前橋高等学校ほか８９施設で使用する電

気入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6) 契約の確定 この公告に係る契約は、令和２年度歳入歳出予算が群馬県議会で可決された場合において、議

会の議決後に確定させる。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiroshi Kasahara, Superintendent of

Education, Gunma Prefectual Government

(2) Nature and quantity of the services to be required: Electricity for use at Gunma Prefectural

Schools / Supply of electric power: 19,521,831 kWh/year

第９７５９号令和元年１２月１７日（火） 群 馬 県 報
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(3) Period of Use: From April 1, 2020 to March 31, 2021

(4) Place of Use: Gunma Prefectural Schools

(5) Time-limit for the submission of application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: January 17, 2020 at 5:00 p.m.

(6) Time-limit for tender: January 31, 2020 at 10:00 a.m.（Bids submitted by mail must be submitted by

registered mail and must be received no later than January 30, 2020 at 4:00 p.m.）

(7) Contact point for the notice: Budget and Facilities Division, Prefectural Board of

Education, Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570,

Japan, TEL 027-226-4545(Japanese language only)

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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